
か べ 新 聞 
仕業検査車両所では、 

明確な理由がないと 

年休は入らないの⁈ 
3 月 28 日、組合員Ｙさんは、仕業勤務前に３月 31 日が『フリ

ー日勤』のため『年休』にしようとＳ助役にその旨を伝えました。 

Ｓ助役は、勤務表を確認して「その日は 5Ｓが入っていますね。

理由は何ですか？」と、あたかも年休の理由次第では・・・？！ 

年休が入るかのような素振りでしたが、Ｙ組合員は「年休の申し込

みに理由は必要ありませんよ！本部―本社間でも確認されている

事です！」と答えると、助役は「その辺はちょっと」と口を濁して

いました。 

そのうちに H 科長が間に入ってきて、文言などを交えて「明確

な理由がないことを確認します。5Ｓも業務です。」とその場では押

し切られた格好になってしまいました。 

翌日、Ｙ組合員は、帰りの点呼前に呼び出され「31 日は時季変

更となります。」と通告されたのでした。 

この理不尽な対応に対して新幹線地本は、会社・幹鉄事に抗議し

ました。その後、幹鉄事の指導なのでしょうか!? 年休が入ること

になりました。この顛末からも、会社・管理者のいい加減さが分る

ものです。 

 

『休日予定日の公表』が廃止となり、さらに年休申し込みに理由

が必要となれば『休みを取るな！』と言わんばかりです。 

これからも、会社・管理者のおかしい事、

理不尽な対応には、皆で声を上げていこう！ 
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